
・併設型短期入所生活介護 等どんな事でも構いません。

利用定員　　８名
　　営業日　：　年中無休

介護支援専門員が、利用者の立場に立ち、在宅介護
の相談・居宅介護サービス計画・サービスの紹介・
申請代行・関係機関との連絡、調整を行ないます。

〒６１9－1101
京都府木津川市加茂町銭司西畑２４番地
TEL：０７７４－７６－５３４０
FAX：０７７４－７６－５３４１
✉：kihada@gamma.ocn.ne.jp
ｈｐ：http://kihadaen-kaigo.or.jp

（利用できる方）
要介護度１～５までの要介護者。要支援１・２の要支
援者。身体障害者。
在宅でお世話をされているご家族の方が、介護の疲れ
や都合により、一時的にご家庭での介護が出来ない時
に、入所と同じようなサービスをご利用いただけます。

ご利用料金（介護保険適用分）/日あたり

（予防）要支援 １ ・・・ ４３８円

要支援 ２ ・・・ ５３９円

要介護 １ ・・・ ５９９円

要介護 ２ ・・・ ６６６円

要介護 ３ ・・・ ７３４円

要介護 ４ ・・・ ８０１円

要介護 ５ ・・・ ８６６円

ｻｰﾋﾞｽ提供体制加算(Ⅰ-ロ)・・・１２円

夜勤職員配置加算(Ⅰ)・・・１３円

若年性認知症利用者受入加算…１２円

送迎加算・・・１８４円(片道）

療養食加算 ・・・ ２３円

職員処遇改善加算Ⅰ（サービス費+加算の合計に０，０５９を掛けた額）

地域区分加算 （サービス費+加算の合計に０，０３３を掛けた額）

＊食費については、朝食：２５０円、昼食：５８０円

（行事食については５００円プラス）おやつ：２００円

夕食：５５０円になります。居住費は840円になります。食事、居
住費は別途になりますが、負担限度額認定を受けておられる方は、

記載されている費用になります。

・介護保険を利用できる対象は？
・介護保険を利用したいけれども、どのようにすれ
ばよいか分からない？
・介護サービスの種類はどんなものがあるのだろ
う？
・杖、車椅子、ベッド等のレンタルはできないのだ
ろうか？

1.仏のこころと浄意で利用者に接する。

2.やすらぎの場として利用者に提供する。

3.きはだファミリーのこころで介護をする。

4.豊かな老後の協力者として利用者の手助けをする。

（多床室 ４人部屋） （二人部屋）



★その他、管理費が月500円掛かります。

（リクリエーション）については、日頃よ
り積極的に取り組んでおり、車椅子でも出
来る手を使う運動や遊び、体操等を行って
おり、食事前には、お口の体操等も行って
おります。又、地域のボランティア様のご
協力もあり、毎月定期的に毎月、カラオ
ケ・生け花・習字・お話し等の先生をお迎
えし、サークル活動も行っております。

特殊入浴（寝た状態で入浴出来
るお風呂）・チェアー浴（座っ
た状態で入れるお風呂）・一般
浴とがあり、身体状況に合わせ
て入浴して頂けます。

1 日 の 流 れ
８時 朝食
９時半 入浴
１２時 昼食
１５時半 レクリエーション
１８時 夕食

ご利用料金（介護保険適用分）
要介護 ３ ・・・ ６８２円
要介護 ４ ・・・ ７４９円
要介護 ５ ・・・ ８１４円
◆栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算 ・・・ １４円
◆日常生活継続支援加算・・・３６円
◆看護体制加算(Ⅰ)・（Ⅱ）・・・１９円
◆夜勤職員配置加算(Ⅰ)・・・２２円
◆口腔衛生管理体制加算・・・３０円
療養食加算・・・ １８円
経口維持加算(Ⅰ)・・・400円/月
初期加算・・・ ３０円
職員処遇改善加算 （サービス費+加算の合計に０，０５９を掛けた額）

地域区分加算（サービス費+加算の合計に０，０２７を掛けた額）

外泊時の算定（１カ月６日限り）・２４６円

（入所できる方）
要介護度３～５までの要介護者。（ただし、特別
な事情がある方については要介護１～２の方）
ご家庭での介護が困難な方が入所されます。
専用スタッフが作成したケアプランのもとで、
一人一人にあったケアサービスを提供いたします。

嚥下・咀嚼状況に合わ
せて、食事形態の変更
を行えます。（左下：
常食 左上：刻み食
右上：ペースト食 右
下：ソフト食）ソフト
食は一度ミキサーにか
け固め形成した物で
す。）

お食事については、管理栄養士が栄養量やカロリーを
計算し毎日のメニューを作成し、施設内の厨房にて、
きはだ園調理職員が自前にて調理しておりますので、
美味しく、食べやすい物となっています。

毎月、１度お楽しみメニューの
日があり、日頃のメニューにな
いお食事の提供を行っています。
鍋類やお好み焼きなどがありま
す。又、四季の行事等の際には、
行事食を提供しており、工夫を
こらしております。

＊食費（1３８０円＋おやつ代２00円)・居住費（８４０
円）は別途になります。（行事食については５００円プラス）

*食費・部屋代は、負担限度額認定を受けておられる方は、
記載されている

◆印の加算は、１日あたりに掛かる加算です。

送迎について
は、リフト・
スロープ・寝
台タイプの車
があり、身体
状況合わせた
お車でお迎え
に伺います。

１ ｹ 月 分 合 計

(４人部屋多床室） （食堂）

４　段　階 ３　段　階 2　段　階 １　段　階

食費（1,380円+200円）食費（650円+200円） 食費（390円+200円） 食費（300円+200円）

居住費（840円） 居住費（370円） 居住費（370円） 居住費（0円）
3 682×30 4,793 97,853 61,853 54,053 40,253
4 749×30 4,969 100,039 64,039 56,239 42,439
5 814×30 5,140 102,160 66,160 58,360 44,560

要介護度 サービス費 加算
（30日で計算）


